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山口県地域防災計画（本編）新旧対照表 
現 行 修 正 案 備 考 

 
第１編 総則 
 第１章 計画の方針 

  第５節 防災関係機関の処理すべき業務の大綱及び県民・事業所のとるべき措置 

３ 指定地方行政機関（１－１－７） 

機関の名称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

中国四国農政局 

(山口地域センター) 

（略） 

 

 

５ 指定公共機関（１－１－９） 

機関の名称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

日 本 銀 行 

(下 関 支 店) 

災害発生時における通貨の円滑な供給確保、金融の迅速適切な調整及び信用制度の保持運営

に関すること。 

 

 

第２章 県土と自然災害 

 第 1 節 県土の概況 

  第 1 項 地勢（１－２－１） 

    本県は、本州の最西端に位置し、面積は６,１１４.０９k㎡であり、地勢を形づくる中国山脈は、１,３３７ｍの寂

地山を最高峰とし、山脈が西に延びるにしたがって、数脈に分岐し、この脊梁から丘陵の 山地又は台地が瀬戸内海

と日本海に向かって広がり、山陽と山陰に区分されており、平地が乏しく、地形 が錯綜し急傾斜地が多い。 

 

第２節 気象と自然災害 

第２項 台風 

１ 台風による風（１－２－２） 

平成３年の台風第１９号では、瓦などの飛散物・落下物、転落や転倒、倒壊建物などの下敷き等による強風が原

因の死者が全国で５０名を越えた。また、塩害による停電が大規模に発生した。九州では倒木による深刻な森林被

害が発生した。山口県でも、死者・行方不明者６名、負傷者１７９名を数え、住宅全壊等３２棟、半壊等３３９棟、

床上浸水４５８棟など多大な被害が発生した。 

 

第２編 災害予防計画 
第１章 防災思想の普及啓発 

第２節 防災知識の普及啓発 

第１項 県 

４ 県民に対する普及啓発（２－１－３） 

(1)（略） 

（追加） 

(2)（略） 

(3)（略） 

(4)（略） 

(5)（略） 

 

 

 

 

 
第１編 総則 
 第１章 計画の方針 

  第５節 防災関係機関の処理すべき業務の大綱及び県民・事業所のとるべき措置 

３ 指定地方行政機関（１－１－７） 

機関の名称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

中国四国農政局 

(削除) 

（略） 

 

 

５ 指定公共機関（１－１－９） 

機関の名称 事 務 又 は 業 務 の 大 綱 

日 本 銀 行 

(下 関 支 店) 

災害発生時において、銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節を行うとともに、銀行

その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に

資すること。 

 

 第２章 県土と自然災害 

 第 1 節 県土の概況 

  第 1 項 地勢（１－２－１） 

本県は、本州の最西端に位置し、面積は６,１１２.５３k㎡であり、地勢を形づくる中国山脈は、１,３３７ｍの寂

地山を最高峰とし、山脈が西に延びるにしたがって、数脈に分岐し、この脊梁から丘陵の 山地又は台地が瀬戸内海

と日本海に向かって広がり、山陽と山陰に区分されており、平地が乏しく、地形 が錯綜し急傾斜地が多い。 

 

第２節 気象と自然災害 

第２項 台風 

１ 台風による風（１－２－２） 

平成３年の台風第１９号では、瓦などの飛散物・落下物、転落や転倒、倒壊建物などの下敷き等による強風が原因

の死者が全国で５０名を越えた。また、塩害による停電が大規模に発生した。九州では倒木による深刻な森林被害が

発生した。山口県でも、死者６名、負傷者２３９名を数え、住宅全壊３５棟、半壊６５０棟、床上浸水５２０棟など

多大な被害が発生した。 

 

第２編 災害予防計画 
第１章 防災思想の普及啓発 

第２節 防災知識の普及啓発 

第１項 県 

４ 県民に対する普及啓発（２－１－３） 

(1)（略） 

(2) 防災気象情報、避難に関する情報、５段階の警戒レベルに対応した取るべき行動 

(3)（略） 

(4)（略） 

(5)（略） 

(6)（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

 

 

 

日本銀行防災業務計画の

一部修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

最新値に更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 
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現 行 修 正 案 備 考 

第４章 自然災害に強い県土の形成 

基本的な考え方（２－４－１） 

 

 

                             （追加） 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 県土の現況と保全対策 

第１項 治 山（２－４－２） 

１ 現 況 

  本県の森林面積は４３８千 ha で、総土地面積６１１千 ha の７２％を占めており、山地災害の未然防止を図る  

ためには、森林の防災機能を高めることが重要である。 

  このため、防災機能をはじめとした森林の有する多面的機能の発揮が強く求められている民有林１０２千 ha  

を保安林に指定し、治山施設の設置や森林の整備を進めるとともに、やまぐち森林づくり県民税による荒廃した私

有林の整備を行うなど、山地災害の未然防止に努めている。 

 

 

第６項  ため池（２－４－３） 

１ 現 況 

       本県のため池は、その地形条件とあいまって、特に毛利藩時代に推進された開墾・干拓地の用水源として数多く

造られ、その数として、約１０，０００箇所と県土の６１ha に１箇所の割合で存在し、全国有数のため池保有県と

なっている。これらのため池は、今日も重要な農業用水源として、また、洪水調節や自然環境保全に寄与している

が、一方、そのほとんどが造られてから１００年以上を経て老朽化が進んでおり、危険度は年々高まっている。 

   ２ 対 策 

       ため池の決壊は、農地の流出はもとより、人命・財産に重大な被害をもたらすことから、ため池災害を未然に防

止することは、民生の安定と国土保全の上から極めて重要である。このため、老朽ため池の実態把握に努め、老朽

度に応じて計画的に整備を推進する。また、ため池管理者の適切な維持管理とあいまって、水防管理関係機関との

連携による適確な防災体制の確立を図り、ため池災害の未然防止に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 自然災害に強い県土の形成 

基本的な考え方（２－４－１） 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

第１節 県土の現況と保全対策 

第１項 治 山（２－４－２） 

１ 現 況 

  本県の森林面積は４３８千 ha で、総土地面積６１１千 ha の７２％を占めており、山地災害の未然防止を図るため

には、森林の防災機能を高めることが重要である。 

  このため、防災機能をはじめとした森林の有する多面的機能の発揮が強く求められている民有林１０４千 ha を保

安林に指定し、治山施設の設置や森林の整備を進めるとともに、やまぐち森林づくり県民税による荒廃した私有林の

整備を行うなど、山地災害の未然防止に努めている。 

 

 

第６項  ため池（２－４－３） 

１ 現 況 

       本県の農業用ため池は、その地形条件とあいまって、特に毛利藩時代に推進された開墾・干拓地の用水源として数

多く造られ、全国有数のため池保有県となっている。これらの農業用ため池は、今日も重要な農業用水源として、ま

た、洪水調節や自然環境保全に寄与しているが、一方、そのほとんどが造られてから１００年以上を経て老朽化が進

んでおり、危険度は年々高まっている。 

   ２ 対 策 

       ため池の決壊は、農地の流出はもとより、人命・財産に重大な被害をもたらすことから、ため池災害を未然に防止

することは、民生の安定と国土保全の上から極めて重要である。このため、農業用ため池の実態把握に努め、下流へ

の影響度や老朽度に応じて計画的に整備を推進する。また、ため池管理者の適切な維持管理とあいまって、水防管理

関係機関との連携による適確な防災体制の確立を図り、ため池災害の未然防止に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法施行に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新値に更新 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自
然
災
害
に
強
い
県
土
の
形
成

災害危険区域の指定 

危険区域の設定 

災害による孤立危険地区 

危険ため池 

自
然
災
害
に
強
い
県
土
の
形
成

災害危険区域の指定 

危険区域の設定 

災害による孤立危険地区 

危険ため池 

防災重点ため池 
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現 行 修 正 案 備 考 

 第２節 災害危険区域の設定 

   第２項 危険区域の設定（２－４－４） 

災立 

害危 

に険 

よ地 

る区 

孤 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

危 

険 

た 

め 

池 

(1) 設定の基準 

  老朽化したため池であって、次のいずれか１つ以上に該当し、早期に補強等を必要とするもの 

 でため池が決壊した場合人家１戸以上又は重要な公共施設に直接被害が及ぶおそれがあるもの。 

 ア  堤体の老朽化及び断面不足(堤体等からの漏水、余裕高不足、天端幅不足、法面勾配不安定､ 

  法面浸食） 

 イ  取水施設の老朽化（斜樋及び底樋の破損又は漏水） 

 ウ  余水吐の老朽化及び断面不足（破損又は断面不足） 

(2) 設定の状況 

   ため池の実態調査により、危険ため池と判定されたもの及びため池整備事業等で継続実施中のものを

設定している。 

 

 

 第６章 災害応急体制の整備 

  第１節 職員の体制 

   第１項 県 

   １ 配備体制（２－６－２） 

    (1) 災害対策本部未設置 

配 備 基 準 配 備 体 制 
本       庁 

出先機関及び市町 職員配備基準 
配 備 課 人数 

風水害 

対 策 

高 潮 

注意報 

第１警戒 

体  制 

警戒配

備体制 

（略） （略） ＊下関水産振興局 

＊水産事務所 

＊山口宇部空港事務所 

（略） 

風水害 

対 策 

大 雨 

洪 水 

警 報 

第２警戒体制 （略） （略） ＊下関水産振興局 

＊水産事務所 

＊山口宇部空港事務所 

（略） 

 暴 風 

暴風雪 

波 浪 

警 報 

 （略） （略） ・下関水産振興局 

・水産事務所 

＊健康福祉センター 

（略） 

 

 

 第２節 災害危険区域の設定 

   第２項 危険区域の設定（２－４－４） 

災立 

害危 

に険 

よ地 

る区 

孤 

（略） 

防 

災 

重 

点 

た 

め 

池 

(1) 設定の基準 

ア 農業用ため池の決壊により浸水が想定される区域に、住宅又は学校、病院その他の公共施設があり、

浸水によりその居住者又は利用者の避難が困難となるおそれのあるもの 

イ 上記以外で、当該農業用ため池の周辺の区域の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、そ

の決壊による水害その他の災害を防止する必要性が特に高いと認められるもの 

※農業用ため池の管理及び保全に関する法律で定める特定農業用ため池は、防災重点ため池から行政所

有のため池を除いたもの 

危 

険 

た 

め 

池 

(1) 設定の基準 

  防災重点ため池のうち、老朽化したため池であって、次のいずれか１つ以上に該当し、早期に補強等

を必要とするものでため池が決壊した場合人家１戸以上又は重要な公共施設に直接被害が及ぶおそれ

があるもの。 

 ア  堤体の老朽化及び断面不足(堤体等からの漏水、余裕高不足、天端幅不足、法面勾配不安定､ 

  法面浸食） 

 イ  取水施設の老朽化（斜樋及び底樋の破損又は漏水） 

 ウ  余水吐の老朽化及び断面不足（破損又は断面不足） 

(2) 設定の状況 

   ため池の実態調査により、危険ため池と判定されたもの及びため池整備事業等で継続実施中のものを

設定している。 

 

 第６章 災害応急体制の整備 

  第１節 職員の体制 

   第１項 県 

   １ 配備体制（２－６－２） 

    (1) 災害対策本部未設置 

配 備 基 準 配 備 体 制 
本       庁 

出先機関及び市町 職員配備基準 
配 備 課 人数 

風水害 

対 策 

高 潮 

注意報 

第１警戒 

体  制 

警戒配

備体制 

（略） （略） ＊下関水産振興局 

（削除） 

＊山口宇部空港事務所 

（略） 

風水害 

対 策 

大 雨 

洪 水 

警 報 

第２警戒体制 （略） （略） ＊下関水産振興局 

（削除） 

＊山口宇部空港事務所 

（略） 

 暴 風 

暴風雪 

波 浪 

警 報 

 （略） （略） ・下関水産振興局 

（削除） 

＊健康福祉センター 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法施行に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 
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現 行 修 正 案 備 考 

第２節 防災関係機関相互の連携体制 

第１項 協定の締結 

１ 県における協定の締結（２－６－６） 

(9) 応急対策業務に関する協定 

 カ  山口県衛生仮設機材事業協同組合との協定 

 （追加） 

 

第７章 避難予防対策 

第１節 市町の避難計画 

第１項 避難の勧告、指示、避難準備情報の基準（２－７－２） 

市町は、避難勧告等の発令伝達に関し、災害緊急時にどのような状況において、どのような対象区域の 住民に

対して避難勧告を発令すべきか等の判断基準について取りまとめたマニュアル等を「避難勧告等に 関するガイド

ライン（内閣府）」等を参考に整備しておく必要がある。 

なお、判断基準の策定については、雨量、水位の予測値または実況値、土砂災害警戒情報の発表などの具体的な

基準を定めておく。 

 発令時の状況 住民に求める行動 

避 難 準 備  

 ・ 高 齢 者 等  

避 難 開 始 

 

（追加） 

（略） （略） 

避 難 勧 告 

 

（追加） 

（略） （略） 

避 難 指 示     

（ 緊 急 ） 

 

（追加） 

（略） （略） 

 

第１４項 土砂災害警戒区域の指定のあった市町（２－７－６） 

１ 土砂災害警戒区域ごとに、次の事項を市町地域防災計画に定めるものとする。 

(2) 土砂災害警戒区域内に主として社会福祉施設、学校、医療施設その他特に防災上の配慮を要する者が利用する施

設がある場合には、施設の利用者の円滑な警戒避難のための土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法。 

２ 市町地域防災計画に基づき、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合における

避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難を確

保する上で必要な事項を住民に周知するため、これらの事項を記載した印刷物（ハザードマップ等）の配布その他

必要な措置を講じる。 

３ 土砂災害警戒区域をその区域に含む市町の長は、市町地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところによ

り、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難施設その他の

避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な

事項を住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じる。 

 

（追加） 

 

 

 

 

第２節 防災関係機関相互の連携体制 

第１項 協定の締結 

１ 県における協定の締結（２－６－６） 

(9) 応急対策業務に関する協定 

 カ  山口県衛生仮設資材事業協同組合との協定 

 ツ （一社）山口県建築協会との協定 

 

第７章 避難予防対策 

第１節 市町の避難計画 

第１項 避難の勧告、指示、避難準備情報の基準（２－７－２） 

市町は、避難勧告等の発令伝達に関し、災害緊急時にどのような状況において、どのような対象区域の 住民に対

して避難勧告を発令すべきか等の判断基準について取りまとめたマニュアル等を「避難勧告等に 関するガイドライ

ン（内閣府）」等を参考に整備しておく必要がある。 

なお、判断基準の策定については、雨量、水位の予測値または実況値、土砂災害警戒情報の発表などの具体的な基

準を定めておく。 

 発令時の状況 住民に求める行動 

避 難 準 備  

 ・ 高 齢 者 等  

避 難 開 始 

 

（警戒レベル３） 

（略） （略） 

避 難 勧 告 

 

（警戒レベル４） 

（略） （略） 

避 難 指 示     

（ 緊 急 ） 

 

（警戒レベル４） 

（略） （略） 

 

第１４項 土砂災害警戒区域の指定のあった市町（２－７－６） 

１ 土砂災害警戒区域ごとに、次の事項を市町地域防災計画に定めるものとする。 

(2) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

 

２ 市町防災会議は、上記１の規定により市町地域防災計画において上記１(4)に掲げる事項を定めるときは、当該市

町地域防災計画において、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用してい

る者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、上記１(1)に掲げる事項として土砂災害に関する情報、予報及び警報の

伝達に関する事項を定めるものとする。 

３ 土砂災害警戒区域をその区域に含む市町の長は、市町地域防災計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、

土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難施設その他の避難

場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項

を住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハザードマップ等）の配布その他の必要な措置を講

じる。 

４ 市町地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定

めるところにより、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している

者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成する。 

５ 上記４の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、上記４の計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町長に報

告する。これを変更したときも、同様とする。 

 

 

 

 

誤記修正 

協定の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の基本計画を踏まえた

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年土砂災害防止

法改正に伴う修正 
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現 行 修 正 案 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 救助・救急、医療活動 

 第２節 医療活動 

  第１項 医療救護活動体制の確立 

  １ 県（２－８－４） 

  (10) 災害時に被災地の医療ニーズの把握及び医療チームの派遣調整等を行うため、全県及び２次医療圏単位で災害

医療コーディネーターを配置する。また、コーディネーターの養成等を行うとともに、関係機関・関係団体との

連携強化を推進する。（追加） 

 

 

第１５章 火災予防対策 

第１節 一般火災予防計画 

第６項 消防力の充実・強化 

２ 消防組織の充実（２－１５－６） 

(6) 消防組織の連携強化 

平常時から消防本部、消防団び自主防災組織等の連携強化を図るものとする。 

 

第７項 文化財防火対策の推進 

３ 文化財防火対策の推進 

(1) 防火設備の整備充実 

 ア 消火設備の整備 

   消火器、消火用水槽等を建造物の延面積に応じた能力の設備に整備する。 

 

ウ その他設備の拡充 

   避雷装置、消火進入道路、防火塀、防火帯、防火壁、防火井戸等の整備促進を図る。 

 （追加） 

 

 

 

 

(3) 防火思想の普及啓発（２－１５－７） 

(ｲ) 防火訓練の実施（通報、消火、重要物件の搬出、避難等総合的にかつ地元消防の協力・指導の もとに行う。） 

 

 

第２節 林野火災予防計画 

第１項 出火防止対策の推進（２－１５－８） 

     林野火災は２月から５月までの乾燥した季節に多く発生し、その原因としては、たばこ、たき火等人為 による

失火が大部分である。 

６ 市町長は、上記４の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が上記４の計画を作成していない場合において、急傾斜

地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の

確保を図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示をする

ことができる。 

７ 市町長は、上記６の指示を受けた要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、その指示に従わな

かったときは、その旨を公表することができる。 

８ 上記４の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、上記４の計画で定めるところにより、急傾斜地の崩壊等が発生

するおそれがある場合における上記４の要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保のための

訓練を行わなければならない。 

 

第８章 救助・救急、医療活動 

 第２節 医療活動 

  第１項 医療救護活動体制の確立 

  １ 県（２－８－４） 

  (10) 災害時に被災地の医療ニーズの把握及び医療チームの派遣調整等を行うため、全県及び２次医療圏単位で災害医

療コーディネーターを配置し、全県単位で災害時小児周産期リエゾンを配置する。また、コーディネーター及び

リエゾンの養成等を行うとともに、関係機関・関係団体との連携強化を推進する。その際、コーディネーター及

びリエゾンは県に対して適宜助言を行う。 

 

第１５章 火災予防対策 

第１節 一般火災予防計画 

第６項 消防力の充実・強化 

２ 消防組織の充実（２－１５－６） 

(6) 消防組織の連携強化 

平常時から消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強化を図るものとする。 

 

第７項 文化財防火対策の推進 

３ 文化財防火対策の推進（２－１５－６） 

(1) 防火設備の整備充実 

 ア 消火設備の整備 

   消火器、スプリンクラー、ドレンチャー、放水銃、消火用水槽等を建造物の延面積に応じた能力の設備に整備す

る。 

ウ その他設備の拡充 

   避雷装置、火除地、消防道路、消防倉庫、防火塀、防火壁、防火井戸等の整備促進を図る。 

 エ 防火設備の修理・更新 

文化庁の「国宝・重要文化財（建造物）の防火対策ガイドライン」「国宝・重要文化財（美術工芸品）を保管す

る博物館等の防火対策ガイドライン」に基づく定期的な点検や消防設備点検などで確認された不具合・老朽化等に

対する確実な修理・更新等を図る。 

 

(3) 防火思想の普及啓発（２－１５－７） 

(ｲ) 防火訓練の実施（地域住民、市町消防・消防団との連携協力により、通報、消火（初期消火体制の構築・強化）、

重要物件の搬出、避難等総合的に行う。） 

 

第２節 林野火災予防計画 

第１項 出火防止対策の推進 

林野火災は２月から５月までの乾燥した季節に多く発生し、その原因としては、火入れ、たき火等人為 による失

火が大部分である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

補助要綱の表記に統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県文化財保存活用大

綱の表記に統一 

 

 

 

表現の適正化 
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現 行 修 正 案 備 考 

  １ 林野火災予防対策の推進 

    (3) 巡視・監視の強化（２－１５－９） 

   イ 森林保全巡視指導員の設置 

     県は、農林事務所ごとに森林保全巡視指導員を配置し、入山者に対する巡回指導、火入れに対する指導のほか、

次のことを行い森林の保全を図る。 

 

第１６章 交通災害予防対策 

第１節  海上災害予防計画 

第１項  海上災害予防対策（２－１６－２） 

   １ 気象台 

     (1) 海上交通安全のための情報の充実 

         気象台は、船舶など海上交通の安全に資するため、海上風・海霧等気象の状況、波浪・海面水温等水象の状況、

地震・津波等の状況を観測し、これらに関する実況あるいは予報・警報等の情報を適時・的確に発表するものと

する。また、情報の内容の改善、情報を迅速かつ適切に収集・伝達するための体制及び施設、設備の充実を図る

ものとする。 

 

第２節  航空災害予防計画 

第２項  規制措置の実施の推進（２－１６－９） 

 【国（大阪航空局岩国空港事務所、山口宇部空港出張所）】 

２  大阪航空局岩国空港事務所及び山口宇部空港出張所は、関係する航空会社に対し航空法の遵守並びに運航の監督

及び必要な指導を強化するなどして、航空災害予防に努めるものとする。 

 

第３項  化学工場等における航空事故による産業災害の防止 

【国（大阪航空局広島空港事務所、岩国空港事務所、北九州空港事務所）・関係市町】 

 

第３節 陸上交通災害予防計画 

第１項 道路 

２ 対策（２－１６－１０） 

(2) 気象台 

       気象台は、道路交通の安全に係わる気象、地象、水象の現象を的確に観測し、これらに関する実況あるいは予報・

警報等の情報を適時・的確に発表するものとする。また、発表情報の内容の改善・情報を迅速かつ適切に収集・伝

達するための体制及び施設・設備の充実を図るものとする。 

 

第２項 鉄道 

２ 対策 

(2) 気象台（２－１６－１１） 

鉄道交通の安全に関わる気象、地象、水象の現象を的確に観測し、これらに関する実況あるいは予報・警報等の 

情報を適時・的確に発表するものとする。また、発表情報の内容の改善、情報を迅速かつ適切に収集・伝達するた

めの体制、設備の充実を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   １ 林野火災予防対策の推進 

     (3) 巡視・監視の強化（２－１５－９） 

    イ 森林保全巡視指導員の設置 

      県は、農林水産事務所又は農林事務所ごとに森林保全巡視指導員を配置し、入山者に対する巡回指導、火入れ

に対する指導のほか、次のことを行い森林の保全を図る。 

 

第１６章 交通災害予防対策 

第１節  海上災害予防計画 

第１項  海上災害予防対策（２－１６－２） 

   １ 気象台 

     (1) 海上交通安全のための情報の充実 

         気象台は、海上交通に影響を及ぼす台風、強風、波浪、高潮、霧、津波、火山噴火等の自然現象について、的確

な実況監視を行い、関係機関、乗組員等が必要な措置を迅速にとり得るよう、特別警報・警報・予報等を適時・適

切に発表して事故の防止・軽減に努める。 

 

 

第２節  航空災害予防計画 

第２項  規制措置の実施の推進（２－１６－９） 

 【国（大阪航空局関西空港事務所、山口宇部空港出張所）】 

２  大阪航空局関西空港事務所及び山口宇部空港出張所は、関係する航空会社に対し航空法の遵守並びに運航の監督及

び必要な指導を強化するなどして、航空災害予防に努めるものとする。 

 

第３項  化学工場等における航空事故による産業災害の防止 

【国（大阪航空局関西空港事務所、北九州空港事務所）・関係市町】 

 

第３節 陸上交通災害予防計画 

第１項 道路 

２ 対策（２－１６－１０） 

(2) 気象台 

       気象台は、道路交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地震、津波、火山噴火等の自然現象につい

て、的確な実況監視を行い、関係機関、道路利用者等が必要な措置を迅速にとり得るよう、特別警報・警報・予報等

を適時・適切に発表して事故の防止・軽減に努める。 

 

第２項 鉄道 

２ 対策 

(2) 気象台（２－１６－１１） 

気象台は、鉄道交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地震、津波、火山噴火等の自然現象につい

て、的確な実況監視を行い、関係機関、乗務員等が必要な措置を迅速にとり得るよう、特別警報・警報・予報等を適

時・適切に発表して事故の防止・軽減に努める。 

特に、竜巻等の激しい突風による列車転覆等の被害の防止に資するため、竜巻注意情報を適時・適切に発表すると

ともに、分布図形式の短時間予測情報として竜巻発生確度ナウキャストを提供する。また、走行中の列車における地

震発生時の転覆等の被害の防止に資するため、緊急地震速報（予報及び警報）の鉄道交通にかける利活用の推進を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

業務集約に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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現 行 修 正 案 備 考 

第１７章 産業災害予防対策 

 基本的な考え方（２－１７－１） 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 危険物等災害予防計画 

第６項 電気工作物、電気用品の災害予防対策（２－１７－１３） 

【県（商政課）・市・国（中国経済産業局、中国四国産業保安監督部、山口労働局）・中国電力】 

   

 ２ 電気工作物の災害予防対策（電気事業法） 

    (3) 一般用電気工作物の予防対策（法第５７条、５７条の２、８９条） 

一般用電気工作物については、中国電力株式会社又はその委託を受けた（一財）中国電気保安協会等登録調査機

関が施設の調査を行い、危険箇所の早期発見に努める。 

 

第３節 営農災害予防計画 

第２項 防災営農指導対策（２－１７－２０） 

１ 指導組織 

  各種の気象災害による農作物等の被害を防止するため、農業振興課、農林総合技術センター農業技術部及び畜産

振興課に対策指導班、農林事務所（農業部、畜産部）に現地指導班を設置する。 

２ 指導対策 

(1) 対策指導班 

  ア 農業振興課職員、農林総合技術センター農業技術部職員及び畜産振興課職員は普通作物、野菜、花き、果樹、

畜産、病害虫、土壌肥料並びに農業経営・生活など専門項目について、試験研究機関等における災害別による研

究成果を把握し、農林事務所（農業部、畜産部）に対し周知徹底を図る。 

  イ 気象庁が行う長期、短期予報、災害警報等を農林事務所（農業部、畜産部）に通知し、予想される防災技術に

ついて指導を行う。 

  ウ 各種の災害が発生した場合には、技術的防除対策を早期に樹立し関係農林事務所（農業部、畜産部）に指示を

行うとともに、重要事項については直接農業振興課職員、農林総合技術センター農業技術部職員及び畜産振興課

職員を現地に派遣して指導する。 

 

第４節 鉱山災害予防計画（２－１７－２１） 

第１項 保安監督（鉱山保安法） 

【国（中国四国産業保安監督部）】 

 １ 検査 

   立入検査・適宜追跡検査等を行い、指摘事項の迅速な改善を図らせる。 

 ２ 法規等の遵守措置 

   保安法規の厳正な遵守を図る。 

 

 

第２項 防止計画 

【国（中国四国産業保安監督部）】 

 災害の防止にあたっては、自主保安体制を確立させ、死亡災害を含む重大災害の絶滅を期し、特に、つい落、運搬

事故防止等を重点として、各鉱山毎に鉱山保安マネジメントシステムの構築による防災の推進を図る。 

第１７章 産業災害予防対策 

 基本的な考え方（２－１７－１） 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 危険物等災害予防計画 

第６項 電気工作物、電気用品の災害予防対策（２－１７－１３） 

【県（商政課）・市・国（中国経済産業局、中国四国産業保安監督部、山口労働局）・中国電力㈱・中国電力ネットワ

ーク㈱】 

２ 電気工作物の災害予防対策（電気事業法） 

    (3) 一般用電気工作物の予防対策（法第５７条、５７条の２、８９条） 

一般用電気工作物については、中国電力ネットワーク㈱又はその委託を受けた（一財）中国電気保安協会等登録

調査機関が施設の調査を行い、危険箇所の早期発見に努める。 

 

第３節 営農災害予防計画 

第２項 防災営農指導対策（２－１７－２０） 

１ 指導組織 

  各種の気象災害による農作物等の被害を防止するため、農業振興課、農林総合技術センター農業技術部及び畜産振

興課に対策指導班、農林水産事務所又は農林事務所（農業部、畜産部）に現地指導班を設置する。 

２ 指導対策 

(1) 対策指導班 

  ア 農業振興課職員、農林総合技術センター農業技術部職員及び畜産振興課職員は普通作物、野菜、花き、果樹、

畜産、病害虫、土壌肥料並びに農業経営・生活など専門項目について、試験研究機関等における災害別による研

究成果を把握し、農林水産事務所又は農林事務所（農業部、畜産部）に対し周知徹底を図る。 

  イ 気象庁が行う長期、短期予報、気象警報等を農林水産事務所又は農林事務所（農業部、畜産部）に通知し、予

想される防災技術について指導を行う。 

  ウ 各種の災害が発生した場合には、技術的防除対策を早期に樹立し関係農林水産事務所又は農林事務所（農業部、

畜産部）に指示を行うとともに、重要事項については直接農業振興課職員、農林総合技術センター農業技術部職

員及び畜産振興課職員を現地に派遣して指導する。 

 

第４節 鉱山災害予防計画（２－１７－２１） 

第１項 鉱山保安 

【国（中国四国産業保安監督部）】 

 国は、鉱山において事業者が実施する保安について監督する。なお、鉱山における保安とは、次に掲げる事項をいう。 

 １ 鉱山における人に対する危害の防止 

 ２ 鉱物資源の保護 

 ３ 鉱山施設の保全 

 ４ 鉱害の防止 

 

第２項 防止計画 

【国（中国四国産業保安監督部）】 

 災害の防止にあたっては、自主保安体制を確立させ、死亡災害を含む重大災害の絶滅を期し、鉱山毎に鉱山保安マネ

ジメントシステムの構築による防災の推進を図る。 

 

 

 

 

項目の変更 

 

 

 

 

 

 

分社に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉱山保安監督指導方針に

沿った内容に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産
業
災
害
予
防
対
策 

鉱山災害予防計画 

保安監督 

保安体制 

防止計画 

保安教育 

産
業
災
害
予
防
対
策 

鉱山災害予防計画 

鉱山保安 

防止計画 

保安教育 
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 鉱害の防止にあたっては、土地の掘さく及び捨石又は鉱さいの集積場による鉱害の防止を図るほか、坑廃水、鉱煙、

粉じん、騒音による鉱害の未然防止を図る。 

１ 監督指導の重点 

(1) 自主保安体制の確立 

(2) 請負作業に対する保安対策の推進 

 ア 保安管理組織の検討改善 

 イ 保安教育の徹底 

２ 災害防止の重点対策 

(1) 墜落災害の防止 

(2) 運搬災害の防止 

(3) 岩ばん崩壊災害の防止（露天掘鉱山） 

(4) ひん発災害及び作業環境に伴なう災害の防止 

３ 鉱害防止の重点対策 

(1) 坑廃水による重金属その他の水質汚染防止 

(2) 鉱煙中の硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんによる大気汚染の防止 

(3) 排出粉じんによる大気汚染の防止 

(4) 捨石、鉱さいの流失、崩壊防止 

(5) 騒音の防止 

(6) 休廃止鉱山の鉱害発生要因の実態把握及び鉱害の防止 

 

第５節 地下埋設物災害予防計画（２－１７－２２） 

第１項 目的 

【県・国（山口労働局）・市町・中国電力・山口合同ガス・西日本電信電話・工事施行者】 

 

第２項 工事現場安全管理体制の確立 

【県・国（山口労働局）・市町・中国電力・山口合同ガス・西日本電信電話・工事施行者】 

 

第３項 安全対策 

【県・国（山口労働局）・市町・中国電力・山口合同ガス・西日本電信電話・工事施行者】 

 

 

第３編 災害応急対策計画 
 第１章 応急活動計画 

第１節 県の活動体制 

第４項 班の編成及び所掌事務（３－１－１４） 

部 班 担当課 部  の  所  掌  事  務 

農林水産 

 対策部 

農林水産

総務 

農林水産政策課 ４  農林水産事務所及び農林事務所との連絡、総合調整に関すること。 

 畜    産 畜産振興課 20  農林水産事務所(家畜保健衛生所)等との連絡等に関すること。 

 林    務 森林企画課 

森林整備課 

22  農林水産事務所との連絡調整に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 鉱害の防止にあたっては、事業者に対し鉱業施設の適切な維持管理を促し、土地の掘さく及び捨石又は鉱さいの集積

場による鉱害の防止を図るほか、坑廃水、鉱煙、粉じん、騒音による鉱害の未然防止を図る。 

１ 監督指導の重点 

(1) 請負作業を含めた自主保安体制の確立 

（削除） 

 

 

２ 災害防止の重点対策 

(1) ひん発災害の防止 

（削除） 

(2) 岩ばん崩壊災害の防止（露天掘鉱山） 

（削除） 

３ 鉱害防止の重点対策 

(1) 坑廃水による水質汚染防止 

(2) 鉱煙等による大気汚染の防止 

（削除） 

(3) 捨石、鉱さいの流失、崩壊防止 

（削除） 

(4) 休廃止鉱山の鉱害の防止 

 

第５節 地下埋設物災害予防計画（２－１７－２２） 

第１項 目的 

【県・国（山口労働局）・市町・中国電力㈱・中国電力ネットワーク㈱・山口合同ガス㈱・西日本電信電話㈱・工事施

行者】 

第２項 工事現場安全管理体制の確立 

【県・国（山口労働局）・市町・中国電力㈱・中国電力ネットワーク㈱・山口合同ガス㈱・西日本電信電話㈱・工事施

行者】 

第３項 安全対策 

【県・国（山口労働局）・市町・中国電力㈱・中国電力ネットワーク㈱・山口合同ガス㈱・西日本電信電話㈱・工事施

行者】 

 

第３編 災害応急対策計画 
 第１章 応急活動計画 

第１節 県の活動体制 

第４項 班の編成及び所掌事務（３－１－１４） 

部 班 担当課 部  の  所  掌  事  務 

農林水産 

 対策部 

農林水産

総務 

農林水産政策課 ４  農林水産事務所等との連絡、総合調整に関すること。 

 畜    産 畜産振興課 20  農林水産事務所等(家畜保健衛生所)との連絡等に関すること。 

 林    務 森林企画課 

森林整備課 

22  農林水産事務所等との連絡調整に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分社に伴う修正 

表記の統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表記の統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 
 

現 行 修 正 案 備 考 

第５項 地方機関の所掌事務 

４  地方機関の所掌事務（３－１－１９） 

対策部・班 関係機関 所     掌     事     務 

農業振興班 農林水産事務所 

下関農林事務所（農業部）         

農林総合技術センター（農業技術部） 

（略） 

畜  産  班 農林水産事務所 

（追加） 

(家畜保健衛生所) 

（略） 

 

第２章 災害情報の収集・伝達計画 

第１節 災害情報計画 

第１項 気象警報・注意報等 

気象特別警報・警報・注意報等の種類と概要（３－２－３） 

種   類 概  要 

特 別 

警 報 

大雨特別警報 大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表

される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大

雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。 

 

 

（略） （略） 

高潮特別警報 台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災害が発生するおそ

れが著しく大きいときに発表される。 

 

警 報 （略） （略） 

洪水警報 河川の上流部での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害として、河川の増水や氾

濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられる。 

 

（略） （略） 

高潮警報 台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。 

 

注意報 大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

 

 

洪水注意報 河川の上流部での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。 

 

 

（略） （略） 

高潮注意報 台風や低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生するおそれがあると予想

されたときに発表される。 

 

 

 

第５項 地方機関の所掌事務 

４  地方機関の所掌事務（３－１－１９） 

対策部・班 関係機関 所     掌     事     務 

農業振興班 農林水産事務所 

下関農林事務所（農業部）         

農林総合技術センター（農業技術部、農業担い手支援部） 

（略） 

畜  産  班 農林水産事務所 

下関農林事務所 

(家畜保健衛生所) 

（略） 

 

第２章 災害情報の収集・伝達計画 

第１節 災害情報計画 

 第１項 気象警報・注意報等 

気象特別警報・警報・注意報等の種類と概要（３－２－３） 

種   類 概  要 

特 別 

警 報 

大雨特別警報 大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表

される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大

雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。 

災害がすでに発生している状況であり、命を守るための最善の行動をとる必要がある

ことを示す警戒レベル５に相当。 

（略） （略） 

高潮特別警報 台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災害が発生するおそ

れが著しく大きいときに発表される。 

避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

警 報 （略） （略） 

洪水警報 河川の上流部での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するおそれが

あると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害として、河川の増水や氾

濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられる。 

高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

（略） （略） 

高潮警報 台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生するおそれがある

と予想されたときに発表される。 

避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

注意報 大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

避難に備え ハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行

動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

洪水注意報 河川の上流部での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれがあると

予想されたときに発表される。 

避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動

の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

（略） （略） 

高潮注意報 台風や低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生するおそれがあると予想

されたときに発表される。 

高潮警報に切り替える可能性に言及されていない場合は、避難に備えハザードマップ

等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒

レベル２である。高潮警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合は高齢

 

 

 

 

 

組織の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成31年3月 避難勧告

等に関するガイドライン

の改定による追加 
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現 行 修 正 案 備 考 

 

（略） （略） 

記録的短時間大雨情報 県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測(地上の雨

量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)したと

きに、府県気象情報の一種として発表する。 

 

 

 

竜巻注意情報 （略） 

 

（３－２－３） 

気象特別警報・警報・注意報等の種類と概要                   令和元年 5月 29 日現在 

   （表省略） 

 

第２項 気象警報・注意報等及び気象情報に係る伝達 

１ 気象台からの伝達系統図（３－２－１３） 

                            テレビ・ラジオ 

 

 

 

 

４ 低温及び霜注意報、大雪警報及び注意報の伝達（３－２－１７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項 関係機関による措置事項 

２  異常現象発見時の措置（３－２－２０） 

異常現象の 

種別等 

 

た  つ   巻 農作物、建造物に被害を与える程度以上のもの 
 

 

第４項 土砂災害警戒情報（気象業務法第 11 条､災害対策基本法第 40 条及び第 55 条､土砂災害防止法第 27条） 

７ 土砂災害警戒情報に係る市町の対応（３－２－２１） 

市町長は、避難勧告等の発令にあたり、土砂災害警戒情報を参考にしつつ、個別の渓流・斜面の状況、気象状況等

も合わせて総合的に判断を行う。 

市町長は直ちに避難勧告等を発令することを基本とする。 

 

第３節 災害情報計画 

第１項 通信の確保 

３ 通信手段の確保が困難な場合（３－２－３９） 

(2) 防災関係機関の無線通信の利用 

者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

（略） （略） 

記録的短時間大雨情報 県内で、数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大雨を観測(地上の雨

量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)したと

きに、府県気象情報の一種として発表する。この情報が発表されたときは、土砂災害

や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が

降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所については、警

報の「危険度分布」で確認する必要がある。 

竜巻注意情報 （略） 

 

（３－２－３） 

気象特別警報・警報・注意報等の種類と概要                  令和元年 12 月 10 日現在 

（表省略） 

 

第２項 気象警報・注意報等及び気象情報に係る伝達 

１ 気象台からの伝達系統図（３－２－１３） 

                            テレビ・ラジオ 

 

 

 

 

４ 低温及び霜注意報、大雪警報及び注意報の伝達（３－２－１７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項 関係機関による措置事項 

２  異常現象発見時の措置（３－２－２０） 

異常現象の 

種別等 

 

竜     巻 農作物、建造物に被害を与える程度以上のもの 
 

 

第４項 土砂災害警戒情報（気象業務法第 11 条､災害対策基本法第 40 条及び第 55 条､土砂災害防止法第 27条） 

７ 土砂災害警戒情報に係る市町の対応（３－２－２１） 

（削除） 

市町長は直ちに避難勧告等を発令することを基本とする。 

 

 

第３節 災害情報計画 

第１項 通信の確保 

３ 通信手段の確保が困難な場合（３－２－３９） 

(2) 防災関係機関の無線通信の利用 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

時点の修正 

 

 

 

 

 

洪水予報実施要領の一部

改正による追加 

 

 

 

 

 

伝達先等変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表記の統一 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

農林水産事務所等 

農林総合技術センター農業技術部 

市町 

全農 

山口県本部 
関係機関 農業振興課 

農林水産政策課 農林水産事務所等 

農林総合技術センター（農業技術部）（農業担い手支援部） 

市町 

全農 

山口県農業協同組合 
農業振興課 

農林水産政策課 

ＮＨＫ山口放送局＊ 

（追加） 

ＮＨＫ山口放送局＊ 

（ＮＨＫ広島放送局） 
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現 行 修 正 案 備 考 

事  項 措  置  事  項 

１代替設備の配備 (1) 県の措置 

    県は、市町及び県出先機関の防災行政無線局が被災し、通信が途絶したとき又は途絶の

おそれがあるときは、直ちに、「260MHz 帯過可搬型無線局」、「移動多重系無線局（地上系）」

又は「衛星通信可搬型地球局」を配備し、災害情報の収集伝達を行う。 

 

第４章 救助・救急、医療等活動計画 

第１節 救助・救急計画 

第２項 傷病者の搬送 

２ 傷病者搬送体制の整備 

(4) 航空搬送拠点の指定（３－４－４） 

   航空医療搬送拠点内には、広域後方医療施設の傷病者の搬送に必要なトリアージ、救急措置等を行うための臨

時医療施設（ＳＣＵ）を設置する。 

  （追加） 

 

第２節 医療等活動計画 

第２項 医療救護体制 

１ 医療救護活動 

(2) 機関別活動内容（３－４－６） 

イ 県 

 (ｱ) 必要に応じ災害医療コーディネーターを招集する。 

 (ｳ) 医務班は、健康福祉センター所長（保健環境部長）から医療救護についての応援要請に係る連絡を受けた場

合は、県災害医療コーディネーターの助言を参考にしつつ、次の関係機関に対し、医療救護班の派遣等の応援

要請を行う。 

（ｵ） 災害救助部長は、県の能力では十分でないと認められるときは、厚生労働省や、中国・四国・九州各県相互

応援協定等の協定に基づき近隣県に、応援を要請するとともに、活動に必要な現地の体制を整備する。 

（追加） 

 

第３項 健康管理体制 

１ 健康管理活動（３－４－９） 

(1) 健康管理班の編成 

  １班当たりの構成基準は、保健師２名、栄養士１名とするが、状況に応じて医師・看護職員等を編入する。 

 

第５項 医薬品・医療資器材の補給 

２ 血液製剤等の確保（３－４－１４） 

 (1) 各機関の対応 

ア 県 

    災害救助部長は、血液製剤の供給について必要と認めた場合は、日赤山口県支部に供給を要請する。 

  イ 日赤山口県支部 

    血液センターの被災状況を調査し、状況に応じ血液製剤の確保を図る。 

   (ｱ) 被害のない地域に採血班を出動させ、一般県民からの献血を受ける。 

   (ｲ) なお不足する場合は、中四国ブロック血液センターに需給調整を依頼し、県外からの血液製剤の確保を図

る。 

   (ｳ) 後方医療機関、救護所等への血液製剤の供給は、県（災害救助部）と密接な連絡の下に行う。 

(ｴ) 血液製剤の備蓄場所は、原則、山口県内の 3施設（県中央部：山口県赤十字血液センター 県西部：西部

供給出張所  県東部：東部供給出張所）とする。 

 

事  項 措  置  事  項 

１代替設備の配備 (1) 県の措置 

    県は、市町及び県出先機関の防災行政無線局が被災し、通信が途絶したとき又は途絶の

おそれがあるときは、直ちに、「260MHz 帯可搬型無線局」、「移動多重系無線局（地上系）」

又は「衛星通信可搬型地球局」を配備し、災害情報の収集伝達を行う。 

 

第４章 救助・救急、医療等活動計画 

第１節 救助・救急計画 

第２項 傷病者の搬送 

２ 傷病者搬送体制の整備 

(4) 航空搬送拠点の指定（３－４－４） 

   航空搬送拠点内には、広域後方医療施設の傷病者の搬送に必要なトリアージ、救急措置等を行うための臨時医療

施設（ＳＣＵ）を設置する。 

   その際、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンは、県に対し適宜助言を行う。 

 

第２節 医療等活動計画 

第２項 医療救護体制 

１ 医療救護活動 

(2) 機関別活動内容（３－４－６） 

イ 県 

 (ｱ) 必要に応じ災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンを招集する。 

(ｳ) 医務班は、健康福祉センター所長（保健環境部長）から医療救護についての応援要請に係る連絡を受けた場合

は、県災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンの助言を参考にしつつ、次の関係機関に対し、

医療救護班の派遣等の応援要請を行う。 

（ｵ） 災害救助部長は、県の能力では十分でないと認められるときは、厚生労働省や、中国・四国・九州各県相互

応援協定等の協定に基づき近隣県に、応援を要請するとともに、活動に必要な現地の体制を整備する。 

その際、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンは、県に対し適宜助言を行う。 

 

第３項 健康管理体制 

１ 健康管理活動（３－４－９） 

(1) 健康管理班の編成 

  １班当たりの構成は、保健師・栄養士を中心とし、状況に応じて医師・看護職員等を編入する。 

 

第５項 医薬品・医療資器材の補給 

２ 血液製剤等の確保（３－４－１４） 

 (1) 各機関の対応 

ア 県 

    災害救助部長は、血液製剤の供給について必要と認めた場合は、山口県赤十字血液センターに供給を要請する。 

  イ 山口県赤十字血液センター 

    血液製剤の備蓄場所（県中央：山口県赤十字血液センター、県西部：西部供給出張所、県東部：東部供給出張

所）の被災状況及び備蓄量を調査し、状況に応じ血液製剤の確保を図る。 

   (ｱ) 被害のない地域に移動採血車を配備し、県民からの献血を受ける。 

   (ｲ) 血液製剤が不足する場合には、中四国ブロック血液センターに需給調整を要請し、県外からの確保を図る。 

   (ｳ) 後方医療機関、救護所等への血液製剤の供給には、県（災害救助部）及び日本赤十字社山口県支部と密接な

連絡の下に行う。 

     なお、原則として血液製剤の輸送は、山口県赤十字血液センターが行うが、陸送不可能な場合には、県警本

部、自衛隊等に空輸や海上輸送の要請を行うなど、輸送体制の確保を図る。 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

防災基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨機応変に構成できるよ

うするため 

 

 

 

 

現状に合わせた修正 
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現 行 修 正 案 備 考 

第８章 緊急輸送計画 

 第３節 輸送車両等の確保 

第２項 調  達 

 ８ 燃料の確保（３－８－６） 

(1) 災害時における自動車燃料の確保は、物品管理班が担当する。 

(2) 調達方法は、県庁入札業者の販売系統による。 

       資料編[8-4]……災害対応型給油所 

 

第１２章 応急住宅計画 

 第２節 被災住宅の応急修理 

第１項 住宅の応急修理を受ける者の条件（３－１２－４） 

災害発生によって住家が半焼若しくは半壊し、そのままでは当面の日常生活を営むことができない者で、自らの資

力をもってしては応急修理ができない者又は、大規模な補修を行わなければ居住することが困難と認められる程度に

住家が半壊した者。（対象者としては第１節第１項２に準ずる。） 

 

第３節 建設資機材等の調達 

  第１項 応急仮設住宅資機材等の調達（３－１２－５） 

   １ 応急仮設住宅の資機材は、関係団体（（一社）山口県建設業協会、（一社）プレハブ建築協会及び（一社）全国

木造建設事業協会）の協力を得て調達する。 

２ 用材の確保については、県災害本部農林対策部林務班が、災害救助部及び土木建築対策部からの依頼により、

木材業者団体（（一社）山口県木材協会）又は生産工場を通じて確保する。 

 

第１３章 水防計画 

 基本的な考え方（３－１３－１） 

 

 

 

 

 

第２節 水防実施機関の業務及び責任 

  第６項 （都道府県）大規模氾濫減災協議会の構成員の責務（法第 15 条の９、第 15 条の 10）（３－１３－３） 

国土交通大臣により組織されただ規模氾濫減災協議会または知事により組織された都道府県大規模氾濫減災協議会

の構成員は、当該協議会で協議が調った事項について、その協議の結果を尊重しなければならない。 

 

 第３節 職員の配備体制及び所掌事務 

第２項 第１警戒体制（情報班体制） 

２ 配備課所と業務内容（３－１３－４） 

配備課所 業務内容 

河川課       

砂防課       

道路整備課       

防災危機管理課 

（追加） 

１ 気象情報の収集 

２ 降雨状況等により警戒配備体制への移行を指示する 

３ 土木建築事務所及びダム管理事務所の長から請求があった場合 必要な情報を提供する。 

 

 

 

 

第８章 緊急輸送計画 

 第３節 輸送車両等の確保 

第２項 調  達 

 ８ 燃料の確保（３－８－６） 

(1) 災害時における自動車燃料の確保は、物品管理班が担当する。 

(2) 調達方法は、県庁入札業者の販売系統による。 

        

 

第１２章 応急住宅計画 

 第２節 被災住宅の応急修理 

第１項 住宅の応急修理を受ける者の条件（３－１２－４） 

災害発生によって住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、そのままでは当面の日常生活を営む

ことができない者で、自らの資力をもってしては応急修理ができない者又は、大規模な補修を行わなければ居住するこ

とが困難と認められる程度に住家が半壊した者。 

 

第３節 建設資機材等の調達 

  第１項 応急仮設住宅資機材等の調達（３－１２－５） 

   １ 応急仮設住宅の資機材は、関係団体（（一社）プレハブ建築協会及び（一社）全国木造建設事業協会）の協力を

得て調達する。 

２ 用材の確保については、県災害本部農林水産対策部林務班が、災害救助部及び土木建築対策部からの依頼により、

木材業者団体（（一社）山口県木材協会）又は生産工場を通じて確保する。 

 

第１３章 水防計画 

 基本的な考え方（３－１３－１） 

 

 

 

 

 

第２節 水防実施機関の業務及び責任 

  第６項 （都道府県）大規模氾濫減災協議会の構成員の責務（法第 15 条の９、第 15 条の 10）（３－１３－３） 

国土交通大臣により組織された大規模氾濫減災協議会または知事により組織された都道府県大規模氾濫減災協議会

の構成員は、当該協議会で協議が調った事項について、その協議の結果を尊重しなければならない。 

 

 第３節 職員の配備体制及び所掌事務 

第２項 第１警戒体制（情報班体制） 

２ 配備課所と業務内容（３－１３－４） 

配備課所 業務内容 

河川課       

砂防課       

道路整備課       

防災危機管理課 

消防保安課 

１ 気象情報の収集 

２ 降雨状況等により警戒配備体制への移行を指示する 

３ 土木建築事務所及びダム管理事務所の長から請求があった場合 必要な情報を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

国の基準改定のため 

 

 

 

 

 

仮設住宅の資機材を有し

ないため 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載漏れ 

 

 

 

 

水
防
計
画 

水防計画の内容 水位の周知、洪水予報及び避難判断水位の通知 

水
防
計
画 

水防計画の内容 水位の周知、洪水予報及び氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）の通知 
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現 行 修 正 案 備 考 

  第４節 気象状況等の連絡系統 

第１項 勤務時間内（３－１３－７） 

第２項 勤務時間外（３－１３－８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項 気象特別警報・警報・注意報の種類ごとの伝達先（３－１３－９） 

機  関 

大

雨

注

意

報 

洪

水

注

意

報 

高

潮

注

意

報 

大

雨

警

報 

 

山口県 

（県庁） 

防災危機管理課 

（追加） 

     

監理課      

      

 

第５節 水位、雨量等の連絡系統 

第１項 水位、雨量の情報収集及び連絡 

３ 雨量、水位の連絡系統（３－１３－１０） 

 

 

 

 

第２項 潮位の情報収集及び連絡 

３ 潮位の連絡系統（３－１３－１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住

宅

課 

農
林
水
産
政
策
課 

農

村

整

備

課 

漁
港
漁
場
整
備
課 

 第４節 気象状況等の連絡系統 

第１項 勤務時間内（３－１３－７） 

第２項 勤務時間外（３－１３－８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項 気象特別警報・警報・注意報の種類ごとの伝達先（３－１３－９） 

機  関 

大

雨

注

意

報 

洪

水

注

意

報 

高

潮

注

意

報 

大

雨

警

報 

 

山口県 

（県庁） 

防災危機管理課 

（消防保安課） 

     

監理課      

      

 

第５節 水位、雨量等の連絡系統 

第１項 水位、雨量の情報収集及び連絡 

３ 雨量、水位の連絡系統（３－１３－１０） 

 

 

 

 

第２項 潮位の情報収集及び連絡 

３ 潮位の連絡系統（３－１３－１１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住

宅

課 

農
林
水
産
政
策
課 

農

村

整

備

課 

漁
港
漁
場
整
備
課 

 

 

 

 

 

 

 

記載漏れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載漏れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県庁統制局 防災危機管理課 

（追加） 

県庁統制局 防災危機管理課 

（消防保安課） 

県庁統制局 

防災危機管理課 

（追加） 

県庁統制局 

防災危機管理課 

（消防保安課） 

下
関
水
産
振
興
局 

農
林
水
産
事
務
所 

下
関
農
林
事
務
所 

農
林
水
産
事
務
所 

下
関
水
産
振
興
局 

下
関
農
林
事
務
所 

農
林
水
産
事
務
所 

下
関
農
林
事
務
所 

農
林
水
産
事
務
所 

下
関
水
産
振
興
局 

農
林
水
産
事
務
所 
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現 行 修 正 案 備 考 

第７節 水位の通知、洪水予防及び氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）の通知 

  第３項 氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）の通知（法第 13 条） 

３ 都道府県が行う水位情報の通知（法第１３条第２項）（３－１３－１５） 

(2) 氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）情報の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

    (3) 氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）情報の伝達方法 

      ◇参照 水位（情報）周知用紙 付表６－２ 

 

  第８節 水防警報 

   ２ 知事が発する水防警報（法第 16 条第 1 項、第 3項）（３－１３－１６） 

◇参照 知事が水防警報を発する指定河川・海岸、水位（情報）周知河川及び洪水予報河川区域 付表５ 

(1) 指定河川に水防警報を発した場合の連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

(2) 指定海岸に水防警報を発した場合の連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

(5) 水防団待機（通報水位）、氾濫注意水位（警戒水位）（法第 12 条）（３－１３－１７） 

   水防警報等の発表の指標として、水防団待機（通報水位）及び氾濫注意水位（警戒水位）を付表７（水位観測所

一覧表）のとおり定める。 

 

第９節 水防活動 

第３項 ダム、排水ポンプ場、水門等の操作（３－１３－１８） 

６ 貯水池等の監視 

ウ 水防管理者は、必要な措置の状況等を農林（水産）事務所長に通報するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 水位の通知、洪水予防及び氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）の通知 

  第３項 氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）の通知（法第 13 条） 

３ 都道府県が行う水位情報の通知（法第１３条第２項）（３－１３－１５） 

(2) 氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）情報の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

    (3) 氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）情報の伝達方法 

      ◇参照 水位周知用紙 付表６－２ 

 

  第８節 水防警報 

   ２ 知事が発する水防警報（法第 16 条第 1項、第 3項）（３－１３－１６） 

◇参照 知事が水防警報を発する指定河川・海岸、水位周知河川及び洪水予報河川区域 付表５ 

(1) 指定河川に水防警報を発した場合の連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

(2) 指定海岸に水防警報を発した場合の連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

(5) 水防団待機水位（通報水位）、氾濫注意水位（警戒水位）（法第 12 条）（３－１３－１７） 

   水防警報等の発表の指標として、水防団待機水位（通報水位）及び氾濫注意水位（警戒水位）を付表７（水位観

測所一覧表）のとおり定める。 

 

第９節 水防活動 

第３項 ダム、排水ポンプ場、水門等の操作（３－１３－１８） 

６ 貯水池等の監視 

ウ 水防管理者は、必要な措置の状況等を農林水産事務所又は農林事務所長に通報するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

 

名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載漏れ 

 

組織改編 

 

 

 

記載もれ 

 

組織改編 

 

 

表記の統一 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

土木建築事務所 

ＪＲ鉄道部、保線区 ＪＲ山口支社、保線区 

土木建築事務所 

ＪＲ管理所、保線区 
港湾管理事務所 

ＪＲ管理室、保線区 

土木建築事務所 

ＪＲ管理室、保線区 
港湾管理事務所 

河 川 課 防災危機管理課 

（追加） 土木建築事務所 

河 川 課 防災危機管理課 

（消防保安課） 

土木建築事務所 

ＪＲ管理所、保線区 

河 川 課 防災危機管理課 

（追加） 土木建築事務所 

河 川 課 防災危機管理課 

（消防保安課） 

河 川 課 防災危機管理課 

（追加） 

河 川 課 防災危機管理課 

（消防保安課） 



- 15 - 
 

現 行 修 正 案 備 考 

第１８章 ライフライン施設の応急復旧計画 

 基本的な考え方（３－１８－１） 

 

 

 

 

第１節 電力施設 

第１項 実施機関（３－１８－２） 

１ 中国電力株式会社 

 

第２項 中国電力株式会社 

１ 災害対策の基本方針 

災対法、電気関係法規及び中国電力（株）の諸規定に立脚して、総合的・長期的視野に立った災害対策を推進す

る。 

２ 災害発生時の防災体制 

(2) 災害対策室の構成及び任務 

中国電力(株)の社内規定に基づき、別に定める。 

 

第３項 県営電力施設 

１ 電力の供給（３－１８－４） 

電  力  施  設 供              給              先 

佐 波 川 発 電 所 中国電力中山変電所に供給 

木 屋 川 発 電 所   〃    西市変電所に供給 

 

２ 応急対策（３－１８－５） 

(1) 情報連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 保安対策 

必要に応じて、中国電力株式会社の指示により送電を停止する。 

 

第１９章 公共施設等の応急復旧計画 

第３節 鉄道施設 

 第１項 災害時の活動体制 

 １ 災害、運転事故対策本部の設置（３－１９－１０） 

機 関 名 内          容 

西日本旅客 

鉄道株式会社 

(1) 災害が発生した場合、鉄道災害の未然防止、併発事故及び被害の拡大防止並びに早期復旧を図

るため、支社に事故対策本部（以下「対策本部」という。）を、また被災現場に事故復旧本部（以

下「復旧本部」という。）を設置する。 

(2）復旧本部を開設するに至らない程度の事故が発生したときは、必要に応じ復旧責任者を置く。 

第１８章 ライフライン施設の応急復旧計画 

 基本的な考え方（３－１８－１） 

 

 

 

 

第１節 電力施設 

第１項 実施機関（３－１８－２） 

１ 中国電力㈱・中国電力ネットワーク㈱ 

 

  第２項 中国電力㈱・中国電力ネットワーク㈱ 

１ 災害対策の基本方針 

災対法、電気関係法規、中国電力㈱及び中国電力ネットワーク㈱の諸規定に立脚して、総合的・長期的視野に立っ

た災害対策を推進する。 

２ 災害発生時の防災体制 

(2) 災害対策室の構成及び任務 

中国電力㈱及び中国電力ネットワーク㈱の社内規定に基づき、別に定める。 

 

第３項 県営電力施設 

１ 電力の供給（３－１８－４） 

電  力  施  設 供              給              先 

佐 波 川 発 電 所 中国電力ネットワーク㈱中山変電所に供給 

木 屋 川 発 電 所       〃        西市変電所に供給 

 

２ 応急対策（３－１８－５） 

(1) 情報連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 保安対策 

必要に応じて、中国電力ネットワーク㈱の指示により送電を停止する。 

 

第１９章 公共施設等の応急復旧計画 

第３節 鉄道施設 

 第１項 災害時の活動体制 

 １ 災害、運転事故対策本部の設置（３－１９－１０） 

機 関 名 内          容 

西日本旅客 

鉄道株式会社 

(1) 災害が発生した場合、鉄道災害の未然防止、併発事故及び被害の拡大防止並びに早期復旧を図

るため、支社に事故対策本部を、また被災現場に現地対策本部を設置する。 

(2）現地対策本部を開設するに至らない程度の事故が発生したときは、管理駅長等が対応する。 

(3) 事故が発生した場合、復旧担当箇所の長は、現地対策本部長が到着するまでの間、暫定現地対

 

 

 

分社に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称等変更 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

 

 

電力施設 中国電力株式会社 電力施設 中国電力㈱・中国電力ネットワーク㈱ 

電気工水課 

083-933-4030 

東部発電事務所 

0834-32-6070 

西部利水事務所 
083-287-1122 

西部利水事務所 施設第二課 
（新阿武川発電管理所） 
0838-21-0772 

厚東川工業用水道事務所 
0834-32-6070 

中国電力㈱ 
周南営業所運転制御センター 

中国電力㈱周南制御所 

中国電力㈱宇部制御所 

中国電力㈱ 
山口営業所運転制御センター 

電気工水課 

083-933-4030 

東部発電事務所 

0834-32-6070 

西部利水事務所 
083-287-1122 

西部利水事務所 施設第二課 
（新阿武川発電管理所） 
0838-21-0772 

厚東川工業用水道事務所 
0834-32-6070 

中国電力ネットワーク㈱ 
山口ネットワークセンター 
運転制御第一センター 

中国電力ネットワーク㈱山口制御所 

中国電力ネットワーク㈱ 
山口ネットワークセンター 
運転制御第二センター 
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現 行 修 正 案 備 考 

(3) 事故が発生した場合、復旧担当箇所の長は、復旧責任者が到着するまでの間、暫定復旧責任者

として任務を遂行し、復旧責任者が到着したときはその任務を引継ぐものとする。 

(4) 事故発生時における対策本部等の防災組織は、第１章第３節の組織による。 

(5) 対策本部及び復旧本部の業務は、おおむね次のとおりである。 

  ア 対策本部 

  イ  復旧本部 

日本貨物鉄道 

株式会社 

災害が発生した場合、西日本旅客鉄道㈱の対策本部及び復旧本部に加わり、各種情報交換を行う

とともに、西日本旅客鉄道㈱と同様の対策本部及び復旧本部を設置して同様の業務を行う。 

 

２ 警戒体制（３－１９－１１） 

機 関 名 内          容 

西日本旅客 

鉄道株式会社 

日本貨物鉄道 

株式会社 

(2) 鉄道部長は、災害等のため、業務に支障を及ぼす事態が発生するおそれがあるときは、現地に

急行し、関係現業機関の長を指揮督励して、災害の未然防止及び被害の拡大防止に努める。 

 

第３項 応急復旧 

１ 西日本旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社（３－１９－１２） 

(1) 災害が発生した場合、所管する施設設備について早期復旧及び被害の拡大防止をするため、「対策本部」及び「復

旧本部」は、あらかじめ定められた復旧計画に基づき必要な対策を講じる。 

(2) 対策本部長並びに復旧本部長は、必要により次の部外機関の協力を要請する。 

 キ 中国電力株式会社 

(3) 対策本部及び復旧本部が設置された場合の部外機関との連絡等は、それぞれの本部において行う。 

  ただし、自衛隊の派遣要請については、対策本部長が県知事（防災危機管理課）に要請する。 

 (4) 部外機関との連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 錦川鉄道株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策本部長として任務を遂行し、現地対策本部長が到着したときはその任務を引継ぐものとする。 

(4) 事故発生時における事故対策本部等の防災組織は、第１章第３節の組織による。 

(5) 事故対策本部及び現地対策本部の業務は、おおむね次のとおりである。 

  ア 事故対策本部 

  イ 現地対策本部 

日本貨物鉄道 

株式会社 

災害が発生した場合、西日本旅客鉄道㈱の事故対策本部及び現地対策本部に加わり、各種情報

交換を行うとともに、西日本旅客鉄道㈱と同様の事故対策本部及び現地対策本部を設置して同様の

業務を行う。 

 

２ 警戒体制（３－１９－１１） 

機 関 名 内          容 

西日本旅客 

鉄道株式会社 

日本貨物鉄道 

株式会社 

(2) 山口支社長等は、災害等のため、業務に支障を及ぼす事態が発生するおそれがあるときは、現

地に急行し、関係現業機関の長を指揮督励して、災害の未然防止及び被害の拡大防止に努める。 

 

第３項 応急復旧 

１ 西日本旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社（３－１９－１２） 

(1) 災害が発生した場合、所管する施設設備について早期復旧及び被害の拡大防止をするため、「事故対策本部」及び

「現地対策本部」は、あらかじめ定められた復旧計画に基づき必要な対策を講じる。 

(2) 事故対策本部長並びに現地対策本部長は、必要により次の部外機関の協力を要請する。 

 キ 中国電力株式会社及び中国電力ネットワーク株式会社 

(3) 事故対策本部及び現地対策本部が設置された場合の部外機関との連絡等は、それぞれの本部において行う。 

  ただし、自衛隊の派遣要請については、事故対策本部長が県知事（防災危機管理課）に要請する。 

 (4) 部外機関との連絡系統図 

 

 

 

 

 

        （削除） 

 

 

 

 

 

 

２ 錦川鉄道株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称等変更 

 

 

 

 

 

分社に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

名称等変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分社に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口地域 

鉄道部長 

常設場所電話 

083-972-6955 

長  門 

鉄道部長 

常設場所電話 

0837-22-2607 

徳山地域 

鉄道部長 

常設場所電話 

0834-31-5101 

下関地域 

鉄道部長 

常設場所電話 

083-223-4531 

山口支社長 常設場所電話 

083-976-8733 

部
外
機
関 

中国電力㈱ 

部
外
機
関 

中国電力㈱及び中国電力ネットワーク㈱ 

部
外
機
関 

中国電力㈱ 

部
外
機
関 

中国電力㈱及び中国電力ネットワーク㈱ 
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現 行 修 正 案 備 考 

第２０章 雪害対策計画 

 第４節 孤立対策計画 

  第３項 食料・生活必需品等の確保対策（３－２０－７） 

  【農政事務所・県（農業振興課・厚政課）】 

 

第２１章 火災対策計画 

第１節 火災防ぎょ計画 

第２項 火災気象通報及び火災警報の伝達（３－２１－３） 

１ 火災気象通報 

(1) 下関地方気象台長は、気象の状況が火災予防上危険であると認めるときは火災気象通報をもってその状況を知 

事に通報する。 

  発表は、全県域を対象として発表され、当日の予想を対象として行なう通報であるので解除通知はされない。

また通報後降雨等があり、状況が変化した場合も解除通知はされない。 

下関地方気象台長が、知事に対して火災予防上危険であるとして通報する場合の気象観測値は、おおむね次の

とおりである。 

ア 実効湿度６５％以下で最小湿度２５％以下のとき。 

イ 実効湿度５０％以下で最小湿度３５％以下のとき。 

ウ 実効湿度６０％以下、最小湿度３５％以下で最大風速 10m／ｓ以上を伴うとき。 

エ 最大風速 15m／ｓ以上のとき。ただし、日降水量１㎜以上の場合を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  知事（防災危機管理課（消防保安課））は、下関地方気象台長から気象の状況が火災予防上危険である旨の通 

報があったときは直ちにこれを市町長に通報する。 

２ 火災警報の発令 

 市町長は、県知事（防災危機管理課（消防保安課））から火災気象通報を受けたとき、又は気象状況が火災の予防

上危険であると認めるときは、一般に対して警戒を喚起するため「火災警報」を発令する。 

  なお、火災警報の発令基準については、市町において地域の実態を加味しあらかじめ定めておくものとする。 

３ 火災気象通報・火災警報の連絡系統 

 

                   防災行政無線(衛星系) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２０章 雪害対策計画 

 第４節 孤立対策計画 

  第３項 食料・生活必需品等の確保対策（３－２０－７） 

  【中国四国農政局・県（農業振興課・厚政課）】 

 

第２１章 火災対策計画 

第１節 火災防ぎょ計画 

第２項 火災気象通報及び火災警報の伝達（３－２１－３） 

１ 火災気象通報 

(1) 下関地方気象台長は、気象の状況が火災予防上危険であると認めるときは火災気象通報をもってその状況を知 

事に通報する。 

ア 定時に行う火災気象通報 

気象台長は毎朝５時頃に、おおよそ 24 時間先までの気象状況の概要を、気象概況として知事に通報する。 

この気象概況通報において、火災気象通報の通報基準に該当または該当するおそれがある場合は、見出しに「火

災気象通報」と明示し、注意すべき事項を付加する。 

ただし、火災気象通報の通報基準に該当する全ての地域・時間帯で降水(降雪を含む)が予想される場合には火

災気象通報に該当しないこととして、見出しの明示を行わない。 

イ 随時に行う火災気象通報 

直前の通報内容と異なる見通しとなった場合は、その旨に関し随時通報する。 

 

【火災気象通報の通報基準（＝乾燥注意報、強風注意報の発表基準）】 

火災気象通報【乾燥】 

（乾燥注意報） 

空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合。具体的には次の条

件に該当する場合。 

最小湿度が 40％以下で､実効湿度が 65％以下になると予想される場合 

火災気象通報【強風】 

（強風注意報） 

強風によって災害が起こるおそれがあると予測される場合。具体的には次

の条件に該当する場合。 

平均風速が 10ｍ／ｓ以上予想される場合 

火災気象通報【乾燥・強風】 

（乾燥注意報及び強風注意報） 

（上段二つの条件に該当する場合。） 

(2)  知事（防災危機管理課（消防保安課））は、下関地方気象台長から気象の状況が火災予防上危険である旨の通報

があったときは直ちにこれを市町長に通報する。 

２ 火災警報の発令 

 市町長は、県知事（防災危機管理課（消防保安課））から火災気象通報を受けたとき、又は気象状況が火災の予防

上危険であると認めるときは、一般に対して警戒を喚起するため「火災警報」を発令する。 

  なお、火災警報の発令基準については、市町において地域の実態を勘案しあらかじめ定めておくものとする。 

３ 火災気象通報・火災警報の連絡系統 

 

                   県防災行政無線(ＦＡＸ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

 

 

 

 

 

 

 

火災気象通報の運用の見

直しに伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

森林整備課 

農林水産事務所（森林部） 

森林整備課 

農林水産事務所・下関農林事務所（森林部） 

防災危機管理課 

（消防保安課） 

防災危機管理課 

（消防保安課） 
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現 行 修 正 案 備 考 

４ 火災気象通報・火災警報の周知（３－２１－４） 

(2) 市町は、火災警報を発令したときは以下の方法により（単独で又は組み合わせるなどして）一般に周知を図る。                               

   ア 主要公共建物の掲示板に必要事項を掲示 

   イ 防災行政無線（同報系）、有線放送を使用しての放送 

  （略） 

５ 防火パトロールの実施 

  火災の多発期には、火災予防と火災の早期発見のため、市町職員、消防職員、消防団員等による防火パトロール

を強化するとともに、乾燥・強風時（警報・注意報発表中）には、特に警戒体制を強め、広報車等でパトロールを

強化する。 

 

第２節 林野火災対策計画 

第３項 林野火災に係る消防活動 

３ 林野火災対応の概要（３－２１－９） 

 

   

 

 

 

 

 

 

１  残火処理 

(1) 再発防止対策 

ア  残火処理部隊の編成 

イ  警戒要員の配置 

２  関係機関への連絡 

県の対応 

１  関係機関への報告等 

  (1) 消防庁 

  (2) 部隊派遣関係県 

  (3) 自衛隊部隊派遣先 

２  派遣部隊撤収要請 

１  関係機関への連絡 

２  出動部隊の撤収 

  (1) 部隊人員、負傷者の確認 

  (2) 利用資機材の点検 

３  火災調査 

  (1) 火災原因関係 

  (2) 火災防ぎょ鎮圧活動関係 

県の対応 

１  関係機関への報告等 

 (1) 消防庁 

  (2) 部隊派遣関係県 

  (3) 自衛隊部隊派遣先 

警察の対応 

  (1) 火災原因の究明等 

４ 消防資機材の貸付け（３－２１－１０） 

(1) 県（防災危機管理課・森林整備課）が保有する林野火災対応資機材 

県は、林野火災対策用資機材として、空中消火時に使用する水のう,樹木伐採用のチェーンソー等の整備を進め   

関係先に寄託している。 

 

 

 (2) 貸付け手続き 

 ア 借受側（市町）の手続き 

   別記「災害対策用資機材貸付け申請書（様式第１号）」を、空中消火用資機材にあっては防災危機管理課長へ、

農林水産事務所（森林部）所有資機材にあっては関係（最寄りの）農林事務所森林部長に提出する。 

 

イ 連絡先 

(ｲ) 勤務時間外 

防災危機管理課長宅（守衛室経由）、農林水産事務所森林部長宅（森林づくり推進課長宅） 

ウ 借用証の提出 

      借受に係る資機材を受領するときは、別記「資機材借用証（別記様式第２号）」を、防災危機管理課長又は農林

水産事務所森林部長（以下「貸付者」という。）あてに提出する。 

 

４ 火災気象通報・火災警報の周知（３－２１－４） 

(2) 市町は、火災警報を発令したときは以下の方法により（単独で又は組み合わせるなどして）一般に周知を図る。                               

   ア 主要公共建物の掲示板に必要事項を掲示 

   イ 防災行政無線（同報系）、有線放送を使用しての周知 

（略） 

５ 防火パトロールの実施 

  市町は、火災の多発期には、火災予防と火災の早期発見のため、市町職員、消防職員、消防団員等による防火パト

ロールを強化するとともに、乾燥・強風時（火災気象通報、警報・注意報発表中）には、特に警戒体制を強め、広報

車等でパトロールを強化する。 

 

第２節 林野火災対策計画 

第３項 林野火災に係る消防活動 

３ 林野火災対応の概要（３－２１－９） 

 

   

 

 

 

 

 

 

１  残火処理 

(1) 再発防止対策 

ア  残火処理部隊の編成 

イ  警戒要員の配置 

２  関係機関への連絡 

県の対応 

１  関係機関への報告等 

  (1) 消防庁、林野庁 

  (2) 部隊派遣関係県 

  (3) 自衛隊部隊派遣先 

２  派遣部隊撤収要請 

１  関係機関への連絡 

２  出動部隊の撤収 

  (1) 部隊人員、負傷者の確認 

  (2) 利用資機材の点検 

３  火災調査 

  (1) 火災原因関係 

  (2) 火災防ぎょ鎮圧活動関係 

県の対応 

１  関係機関への報告等 

 (1) 消防庁、林野庁 

  (2) 部隊派遣関係県 

  (3) 自衛隊部隊派遣先 

警察の対応 

  (1) 火災原因の究明等 

４ 消防資機材の貸付け（３－２１－１０） 

(1) 県（防災危機管理課・農林水産事務所又は農林事務所）が保有する林野火災対応資機材 

県（防災危機管理課）は、林野火災対策用資機材として、空中消火時に使用する水のう等の整備を進め関係先に  

寄託している。 

また、農林水産事務所又は農林事務所は、樹木伐採用に保有するチェーンソーを、必要に応じて貸し付けること

ができるものとする。 

(2) 貸付け手続き 

 ア 借受側（市町）の手続き 

   別記「災害対策用資機材貸付け申請書（様式第１号）」を、空中消火用資機材にあっては防災危機管理課長へ、

農林水産事務所又は農林事務所（森林部）所有資機材にあっては関係（最寄りの）農林水産事務所又は農林事務

所森林部長に提出する。 

イ 連絡先 

(ｲ) 勤務時間外 

防災危機管理課長宅（守衛室経由）、農林水産事務所又は農林事務所森林部長宅（森林づくり推進課長宅） 

ウ 借用証の提出 

      借受に係る資機材を受領するときは、別記「資機材借用証（別記様式第２号）」を、防災危機管理課長又は農林

水産事務所又は農林事務所森林部長（以下「貸付者」という。）あてに提出する。 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告先の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎮  圧 

鎮  火 

鎮  圧 

鎮  火 
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現 行 修 正 案 備 考 

第２３章 産業災害対策計画 

 第３節 農産物対策計画 

  第１項 実施機関（３－２３－１０） 

【県（農業振興課・畜産振興課・農林総合技術センター農業技術部（病害虫防除所）・農林水産事務所（農業部・畜

産部）・関係機関】 

 

 

 

第２項  病害虫防除対策  （植物防疫法） 

１ 病害虫発生予察 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  県の防除体制（３－２３－１１） 

(1) 病害虫防除計画の作成及び指導 

    県農林水産部は病害虫防除指導推進要綱に基づき県病害虫防除対策協議会を開催し、協議の上、県防除方針を作

成すると共に市町の防除実施計画の立案について指導を行う。 

(2) 防除活動 

ア  防除技術指導のため現地へ指導班を派遣する。 

イ  農林総合技術センター農業技術部（病害虫防除所）と農林水産事務所（農業水産部）は一体となって防除技術

指導体制を確立し、管内の病害虫発生状況を常時正確に把握すると共に、県農林部へ速報する。 

ウ  農林総合技術センター農業技術部（病害虫防除所）は、県農林水産部の発生予察情報に基づき、関係機関、団

体に情報を伝達（提供）する。 

エ  被災地域が広大で、集団的に一斉に病害虫の防除を実施する必要があるときは、農林水産大臣に対し緊急防除

の申請を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２３章 産業災害対策計画 

 第３節 農産物対策計画 

  第１項 実施機関（３－２３－１０） 

【県（農業振興課・畜産振興課・農林総合技術センター農業技術部（病害虫防除所）・農林水産事務所及び農林事務

所（農業部・畜産部）・関係機関】 

 

 

 

第２項  病害虫防除対策  （植物防疫法） 

１ 病害虫発生予察 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  県の防除体制（３－２３－１１） 

(1) 病害虫防除計画の作成及び指導 

    県農林水産部は病害虫防除指導推進要綱に基づき県病害虫防除対策協議会を開催し、協議の上、県防除方針を作

成する。 

 (2) 防除活動 

（削除） 

ア  農林総合技術センター農業技術部（病害虫防除所）と農林水産事務所又は農林事務所（農業部）は一体となっ

て防除技術指導体制を確立し、管内の病害虫発生状況を常時正確に把握すると共に、県農林水産部へ速報する。 

イ  農林総合技術センター農業技術部（病害虫防除所）は、発生予察情報に基づき、関係機関、団体に情報を伝達

（提供）する。 

ウ  被災地域が広大で、集団的に一斉に病害虫の防除を実施する必要があるときは、農林水産大臣に対し緊急防除

の申請を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改編 

 

 

 

現在の体制に修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

現在の体制に修正 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省 

生 産 局 

中国四国 

農 政 局 

農政事務所 県 

農林水産部 

農林水産省 

生 産 局 

中国四国 

農 政 局 

山口県拠点 県 

農林水産部 

県 
農業振興課 

県 農 業 団 体 
中央会・全農山口 
共済連・農薬商協 

農林水産事務所 
（追加） 
（農業部） 

県 
農林総合技術センター 
農業技術部 

農林総合技術センター 
農業技術部 
（病害虫防除所） 

病害虫 
防除員 

 
市町 

農業団体 
（農協・共済） 

 
農 
 
 
 
 
 
家 

防除実施団体 

県 
農業振興課 

県 農 業 団 体 
中央会・全農 
共済連・農薬商協 
ＪＡ山口県 

農林水産事務所 
下関農林事務所 
（農業部） 

県 
農林総合技術センター 
農業担い手支援部 

農林総合技術センター 
農業技術部 
（病害虫防除所） 

病害虫 
防除員 

 
市町 

農業団体 
（農協・共済） 

 
農 
 
 
 
 
 
家 

防除実施団体 
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現 行 修 正 案 備 考 

(3) 病害虫防除対策実施体系図 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

第３項  種子、種苗の確保供給（主要農作物種子法） 

２ 供給の方法（３－２３－１２） 

(2) 野菜・飼料作物関係については、市町長からの要請により、全国農業協同組合連合会山口県本部を通じ供給の

あっせんを行う。 

 

第４項  生産技術指導 

農林水産事務所（農業部・畜産部）は、特に被害度の高い風水害対策について広報機関等を利用して普及に努める

とともに直接農家の指導にあたる。その他干害、冷害、凍霜雪害等については被害の様相に応じて適切な指導を行う。 

 

 

第４節  家畜管理計画 

第１項  実施機関 

【県（畜産振興課・農林水産事務所（家畜保健衛生所））・市町・関係機関】 

１  実施機関及び関係機関 

 (1) 被災地における家畜伝染病予防対策は、県農林水産事務所（家畜保健衛生所）を中心とする地区家畜防疫対策協

議会が実施する。 

２  連絡体系 

 

 

 

３  活動組織 

 

 

 

 

 

 

第２項  家畜伝染病予防対策（家畜伝染病予防法）（３－２３－１３） 

１ 組織 

  (1) 農林水産事務所（家畜保健衛生所（東部、中部、西部、北部）） 

  (2) 地区家畜防疫対策協議会の構成 

     農林水産事務所（家畜保健衛生所）、健康福祉センター（環境保健所）、県畜産振興協会、市町、全国農業共

済組合連合会山口県本部、県獣医師会、農業協同組合、農業共済組合、酪農関係団体、養豚関係団体、養鶏関

係団体 

(3) 病害虫防除対策実施体系図 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

第３項  種子、種苗の確保供給 

２ 供給の方法（３－２３－１２） 

(2) 野菜・飼料作物関係については、市町長からの要請により、全国農業協同組合連合会山口事務所・山口県農業協

同組合を通じ供給のあっせんを行う。 

 

第４項  生産技術指導 

農林水産事務所又は農林事務所（農業部・畜産部）は、特に被害度の高い風水害対策について広報機関等を利用して

普及に努めるとともに直接農家の指導にあたる。その他干害、冷害、凍霜雪害等については被害の様相に応じて適切な

指導を行う。 

 

第４節  家畜管理計画 

第１項  実施機関 

【県（畜産振興課・農林水産事務所及び農林事務所（家畜保健衛生所））・市町・関係機関】 

１  実施機関及び関係機関 

 (1) 被災地における家畜伝染病予防対策は、県農林水産事務所及び農林事務所（家畜保健衛生所）を中心とする地区

家畜防疫対策協議会が実施する。 

２  連絡体系 

 

 

 

３  活動組織 

 

 

 

 

 

 

第２項  家畜伝染病予防対策（家畜伝染病予防法）（３－２３－１３） 

１ 組織 

  (1) 農林水産事務所又は農林事務所（家畜保健衛生所（東部、中部、西部、北部）） 

  (2) 地区家畜防疫対策協議会の構成 

     農林水産事務所又は農林事務所（家畜保健衛生所）、健康福祉センター（環境保健所）、県畜産振興協会、市町、

県獣医師会、農業協同組合、農業共済組合、酪農関係団体、養豚関係団体、養鶏関係団体 

 

 

現在の体制に修正 

表記の統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 
農業振興課 

農林水産事務所 
（追加） 
（農業部） 

県 農 業 団 体 
中央会・全農山口 
共済連・農薬商協 

県農林水産事務所 
（家畜保健衛生所） 

家
畜
保
健
衛
生
所 

県
農
林
水
産
事
務
所 

県農林水産事務所等 
（家畜保健衛生所） 

家
畜
保
健
衛
生
所 

県
農
林
水
産
事
務
所
等 

県 
農林総合技術センター 
農業技術部 

農林総合技術センター 
農業技術部 
（病害虫防除所） 

 
市町 

病害虫 
防除員 

県 
農業振興課 

農林水産事務所 
下関農林事務所 
（農業部） 

県 農 業 団 体 
中央会・全農 

共済連・農薬商協 
ＪＡ山口県 

県 
農林総合技術センター 
農業担い手支援部 

農林総合技術センター 
農業技術部 
（病害虫防除所） 
（農業担い手支援部） 

 
市町 

病害虫 
防除員 
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現 行 修 正 案 備 考 

第５節  貯木対策計画 

第１項  実施機関（３－２３－１４） 

２ 指導体制 

(1) 県 

イ 貯木工場関係   農林水産部森林企画課 ― 関係農林水産事務所（森林部 ― 関係市町 

 

第４編 復旧・復興計画 
第１章 復旧・復興活動計画 

第１節 県の活動体制 

第４項 班の編成及び所掌事務（４－１－７） 

部 班 担当課 部の所掌事務 地方機関 

農林水産 

 対策部 

農業振興 農業振興課 （略） 農林水産事務所(農業部) 

 

 

農林総合技術センター 

(農業技術部) 

(病害虫防除所) 

 

農村整備 農村整備課 （略） 農林水産事務所 

 

(農村整備部) 

畜    産 畜産振興課 19  農林水産事務所(家畜保健衛生所)等との

連絡等に関すること。 

農林水産事務所 

 

(家畜保健衛生所) 

林    務 森林企画課 

森林整備課 

（略） 農林水産事務所 

 

（森林部） 

 

 第３章 公共施設の災害復旧・復興計画 

  第２節 災害復旧事業の推進 

第２項 災害査定の早期実施（４－３－２） 

 なお、査定に当たっては、事前協議制度を活用するなど、迅速な査定が行われるよう努める。 

 

第５項 災害復旧事業に係る資金の確保 

１ 国庫負担又は補助（４－３－３） 

(18) 上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧の国庫補助について(平成１６年5月25日厚生労働事務次官

通知) 

(20) 災害廃棄物処理事業国庫補助金交付要綱 

(21) 産業廃棄物処理事業国庫補助金交付要綱 

 

第４章 被災中小企業・農林水産事業者復興支援計画 

第２節 被災農林漁業関係者の援助措置（４－４－２） 

４ 農業災害補償法に基づく、農業共済団体の災害補償業務の的確、迅速化の要請。 

 

 

 

 

第５節  貯木対策計画 

第１項  実施機関（３－２３－１４） 

２ 指導体制 

(1) 県 

イ 貯木工場関係   農林水産部森林企画課 ― 関係農林水産事務所等（森林部） ― 関係市町 

 

第４編 復旧・復興計画 
第１章 復旧・復興活動計画 

第１節 県の活動体制 

第４項 班の編成及び所掌事務（４－１－７） 

部 班 担当課 部の所掌事務 地方機関 

農林水産 

 対策部 

農業振興 農業振興課 （略） 農林水産事務所 

下関農林事務所 

(農業部) 

農林総合技術センター 

(農業技術部) 

(病害虫防除所) 

 (農業担い手支援部) 

農村整備 農村整備課 （略） 農林水産事務所 

下関農林事務所 

(農村整備部) 

畜    産 畜産振興課 19  農林水産事務所等(家畜保健衛生所)との

連絡等に関すること。 

農林水産事務所 

下関農林事務所 

(家畜保健衛生所) 

林    務 森林企画課 

森林整備課 

（略） 農林水産事務所 

下関農林事務所 

（森林部） 

 

第３章 公共施設の災害復旧・復興計画 

  第２節 災害復旧事業の推進 

第２項 災害査定の早期実施（４－３－２） 

 なお、査定に当たっては、事前打合せ制度を活用するなど、迅速な査定が行われるよう努める。 

 

第５項 災害復旧事業に係る資金の確保 

１ 国庫負担又は補助（４－３－３） 

(18) 上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧の国庫補助について(平成 26 年 4 月 1 日厚生労働事務次官通

知) 

(20) 災害等廃棄物処理事業費補助金交付要綱 

(21) 廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金交付要綱 

 

第４章 被災中小企業・農林水産事業者復興支援計画 

第２節 被災農林漁業関係者の援助措置（４－４－２） 

４ 農業保険法に基づく、農業共済団体の災害補償業務の的確、迅速化の要請。 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記修正 

 

 

 

交付要綱の改正 

 

名称の修正 

該当補助金の修正 

 

 

 

誤記修正 
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現 行 修 正 案 備 考 

第５章 金融計画 

基本的な考え方（４－５－１） 

   災害の発生は、地域の産業、住民に大きな被害を与え、社会生活、経済活動に深刻な影響を及ぼすことが考えられる。 

   被災地での早期の復旧復興に当たっては、通貨の円滑な供給、金融の迅速適切な調整及び信用制度の保持運営の金融

対策が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第１節 銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節（４－５－２） 

 １ 通貨の円滑な供給の確保 

   なお、被災地における損傷日本銀行券及び損傷貨幣の引換えについては、状況に応じ職員を現地に派遣する等必要な

措置を講ずる。 

 ２ 現金供給のための輸送、通信手段の確保 

   被災地における現金供給のため、緊急に現金を輸送し、又は通信を行う必要があるときは、関係行政機関等と密接に

連絡のうえ、各種輸送、通信手段の活用を図る。 

 ３ 通貨および金融の調節 

 

第２節 非常金融措置 

１ 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

(1) 決済システムの安定的な運行に係る措置 

    金融機関の間で行われる資金決済の円滑な確保を図るため、必要に応じ、日本銀行金融ネットワークシステムその

他の決済システムの安定的な運行に係る措置を実施する 

２ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

３ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

(4) 損傷銀行券および損傷貨幣の引換えについて、実績に応じ必要な措置をとること。 

４ 各種措置に関する広報 

とくに金融機関に対し、営業時間延長、休日臨時営業、預貯金の便宜払戻措置及び損傷銀行券・貨幣の引換え措置

等について要請を行ったときは、関係行政機関と協議のうえ、金融機関および放送事業者と協力してすみやかにその

周知徹底を図る。 

 

第５章 金融計画 

基本的な考え方（４－５－１） 

   災害の発生は、地域の産業、住民に大きな被害を与え、社会生活、経済活動に深刻な影響を及ぼすことが考えられる。 

   被災地での早期の復旧復興に当たっては、この計画に定めるところにより所要の措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節（４－５－２） 

 (1)  通貨の円滑な供給の確保 

     なお、被災地における損傷日本銀行券および損傷貨幣の引換えについては、状況に応じ職員を現地に派遣する等必要

な措置を講ずる。 

  (2)  現金供給のための輸送、通信手段の確保 

   被災地における現金供給のため、緊急に現金を輸送しまたは通信を行う必要があるときは、関係行政機関等と密接に連

絡のうえ、各種輸送、通信手段の活用を図る。 

  (3) 通貨および金融の調節 

 

（削除） 

２ 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

(1) 決済システムの安定的な運行に係る措置 

    金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図るため、必要に応じ、日本銀行金融ネットワークシステムその他

の決済システムの安定的な運行に係る措置を実施する 

３ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

４ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

(4) 損傷日本銀行券および損傷貨幣の引換えについて、実情に応じ必要な措置をとること。 

５ 各種措置に関する広報 

とくに金融機関に対し、営業時間延長、休日臨時営業、預貯金の便宜払戻措置および損傷日本銀行券・貨幣の引換え

措置等について要請を行ったときは、関係行政機関と協議のうえ、金融機関および放送事業者と協力してすみやかにそ

の周知徹底を図る。 

 

 

 

 

日本銀行防災業務計画の

一部修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見出しの整理 

日本銀行防災業務計画の

一部修正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金
融
計
画 

銀行券の発行ならびに 
通貨および金融の調整 

資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の 
維持に資するための措置 

金融機関の業務運営の確保に係る措置 

金融機関による金融上の措置に係る要請 

各種措置に関する広報 

非常金融措置 

金
融
計
画 

銀行券の発行ならびに通貨および金融の調整 

資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の 
維持に資するための措置 

金融機関の業務運営の確保に係る措置 

金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

各種措置に関する広報 

決済システムの安定的な運行に係る措置 

資金の貸付け 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 
（略） 


